
２００５年（平成１７年）１月３０日町 田 市 議 会 だ よ りNo.１５５（５）

　

佐
々
木
智
子
（
日
本
共
産
党
）

　

�　

小
中
学
校
の
耐
震
補
強
工

事
は
、
震
災
を
教
訓
と
し
て
、
直

ち
に
実
施
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

　

市
長　

中
越
地
震
の
関
係
で
、

地
震
対
策
は
市
の
中
心
課
題
に
据

え
て
考
え
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い

る
の
で
、
新
年
度
の
予
算
編
成
ま

で
に
詰
め
て
、
一
ヶ
所
で
も
ふ
え

る
よ
う
な
努
力
を
し
て
み
た
い
。

　

�　

特
別
教
室
の
ク
ー
ラ
ー
設

置
は
音
楽
室
等
、
要
望
の
強
い
所

か
ら
進
め
る
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

問問

　

教
育
長　

現
在
の
財
政
状
況
で

は
な
か
な
か
難
し
く
、
大
規
模
改

造
工
事
や
耐
震
補
強
工
事
の
際
、

設
置
し
て
い
る
の
が
現
状
で
す
の

で
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。

　

�　

男
女
平
等
参
画
都
市
宣
言

を
施
策
に
生
か
す
た
め
に
、
町
田

版
「
男
女
平
等
参
画
推
進
条
例
」

を
制
定
す
べ
き
だ
が
ど
う
か
。

　

市
長　

で
き
る
だ
け
条
例
化
を

し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
で
、
今

い
ろ
ん
な
検
討
や
準
備
を
し
て
い

た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問

学

校

耐

震

補

強

工

�

事

の

緊

急

実

施

を

�
　

古
宮
杜
司
男（
市
民
派
ク
ラ
ブ
）

　

�　

本
町
田
第
二
市
営
住
宅
は

サ
ラ
地
で
そ
こ
を
通
る
道
路
（
二

五
三
号
）
は
三
・
五
メ
ー
ト
ル
で

狭
く
事
故
多
発
し
あ
り
、
早
急
に

整
備
さ
れ
た
い
。

　

建
設
部
長　

こ
の
土
地
は
、
事

業
の
代
替
地
と
い
う
こ
と
で
お
譲

り
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

道
路
五
メ
ー
ト
ル
分
は
市
有
地
と

し
て
確
保
し
て
お
い
て
、
開
発
の

と
き
に
合
わ
せ
て
整
備
し
て
い
た

だ
く
よ
う
に
こ
れ
か
ら
交
渉
を
す

問

る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

�　

本
町
田
蛍
ヶ
丘
は
約
一
〇

〇
世
帯
も
あ
る
が
、
自
治
会
館
が

無
く
困
っ
て
い
る
。
菅
原
神
社
の

会
館
ま
で
は
遠
く
、
第
二
市
営
の

跡
地
を
活
用
さ
れ
た
い
。

　

市
長　

町
内
会
・
自
治
会
の
集

会
所
は
、
そ
の
自
治
会
で
つ
く
っ

て
い
た
だ
き
、
市
は
、
今
八
〇
〇

万
円
を
限
度
に
し
て
建
物
の
建
設

費
の
二
分
の
一
の
補
助
を
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
現
状

で
は
難
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

問

生

活

道

路

と

自

治

�

会

館

の

整

備

を

耐震補強工事（南第三小学校）

　

政
府
の
発
表
に
よ
る
と
、
北
朝

鮮
に
拉
致
さ
れ
死
亡
さ
れ
た
と
さ

れ
る
横
田
め
ぐ
み
さ
ん
の
遺
骨
と

し
て
渡
さ
れ
た
骨
は
似
て
も
似
つ

か
ぬ
他
人
の
骨
で
あ
り
、
し
か
も

二
人
の
別
人
の
も
の
が
混
合
さ
れ

て
い
る
な
ど
、
ま
た
し
て
も
だ
ま

し
の
手
口
で
あ
っ
た
。
日
朝
共
同

宣
言
を
誠
実
に
履
行
す
る
と
の
約

束
を
何
度
も
反
故
に
さ
れ
た
以
上
、

対
話
の
み
の
交
渉
の
や
り
方
に
は

限
界
が
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
町
田
市
議
会
は
政
府
に
対

し
対
話
と
圧
力
の
も
う
一
つ
の
手

段
で
あ
る
経
済
制
裁
並
び
に
特
定

船
舶
入
港
の
禁
止
に
関
す
る
法
律

の
発
動
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
四
件
あ
て

北
朝
鮮
に
対
し
、
経
済
制
裁

並
び
に
「
特
定
船
舶
の
入
港

の
禁
止
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
の
発
動
を
求
め
る
意
見

書

　

新
潟
中
越
地
震
に
よ
り
多
数
の

死
傷
者
発
生
や
住
宅
の
損
壊
な
ど

被
害
は
甚
大
で
あ
る
。
豪
雪
地
帯

で
高
齢
化
率
が
高
い
な
ど
被
災
地

域
の
実
態
に
即
し
た
支
援
が
必
要

で
あ
る
。
町
田
市
議
会
は
、
政
府

が
、
以
下
の
被
災
者
救
援
と
生
活

再
建
の
緊
急
措
置
を
抜
本
的
に
強

化
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
①
避
難

所
ご
と
に
医
師
、
看
護
師
な
ど
常

設
の
医
療
保
健
態
勢
の
強
化
②
希

望
者
全
員
が
入
居
で
き
る
仮
設
住

宅
の
設
置
③
住
宅
改
修
・
再
建
へ

の
個
人
補
償
な
ど
被
災
者
生
活
再

建
法
の
抜
本
改
正
④
繊
維
、
機
械
、

農
業
、
養
鯉
、
酒
造
業
な
ど
地
場

産
業
へ
の
被
害
補
償
⑤
医
療
機
関

再
建
へ
の
公
的
援
助
の
実
施
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
五
件
あ
て

新
潟
中
越
地
震
被
災
者
の
救

援
と
生
活
再
建
の
た
め
の
支

援
の
抜
本
的
強
化
を
求
め
る

意
見
書

　

七
国
山
風
致
地
区
及
び
第
一
種

　

低
層
住
居
専
用
地
域
の
住
環
境

　

の
保
全
を
求
め
る
請
願

議員提出議案�

第４回定例会では、意見書９件、決議１件を可決し、議長名で関係行政庁等へ提出しました。
要旨は次のとおりです。

　

地
域
社
会
全
体
と
し
て
高
齢
者

の
人
権
を
守
る
体
制
を
充
実
さ
せ
、

虐
待
防
止
の
た
め
の
具
体
的
な
対

策
を
早
急
に
実
現
す
る
た
め
、
つ

ぎ
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
高
齢
者
虐

待
防
止
法
の
制
定
を
強
く
要
望
い

た
し
ま
す
。

一
、
相
談
窓
口
の
設
置
と
、
早
期

発
見
の
た
め
の
通
報
シ
ス
テ
ム
を

確
立
す
る
こ
と
。

二
、
高
齢
者
を
虐
待
者
か
ら
切
り

離
す
緊
急
保
護
の
た
め
の
一
時
保

護
施
設
等
を
整
備
す
る
こ
と
。

三
、
関
係
機
関
や
家
族
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と
。

四
、
施
設
職
員
や
関
係
者
へ
の
虐

待
防
止
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

五
、
高
齢
者
虐
待
防
止
に
関
す
る

国
民
へ
の
教
育
・
啓
発
を
推
進
す

る
こ
と
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

高
齢
者
虐
待
防
止
法
の
制
定

 
を
求
め
る
意
見
書

　

平
成
一
六
年
第
三
回
定
例
会
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
請
願
に
つ
い

て
、
市
長
か
ら
処
理
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
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国
は
、
教
職
員
給
与
の
半
額
を

負
担
し
て
い
る
「
義
務
教
育
費
国

庫
負
担
金
制
度
」
を
廃
止
し
、
一

般
財
源
化
す
る
か
ど
う
か
議
論
中

で
あ
る
が
「
三
位
一
体
改
革
」
の

「
全
体
像
」
で
義
務
教
育
費
の
国

庫
負
担
金
を
、
二
〇
〇
五
年
、
六

年
で
八
五
〇
〇
億
円
削
減
す
る
こ

と
を
決
め
た
。
自
治
体
の
収
入
減

は
教
育
関
係
予
算
削
減
に
も
つ
な

が
り
、
子
ど
も
の
学
ぶ
権
利
や
教

育
の
機
会
均
等
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
憲
法
に
「
無
償
」
が

明
記
さ
れ
て
い
る
事
業
に
、
国
が

負
担
金
を
出
す
こ
と
は
当
然
で
あ

り
、
町
田
市
議
会
は
、
国
が
責
任

を
持
っ
て
、
義
務
教
育
制
度
を
拡

充
し
、
「
義
務
教
育
費
国
庫
負
担

金
制
度
」
を
堅
持
す
る
こ
と
を
求

め
る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
二
件
あ
て

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金
制

度
の
堅
持
を
求
め
る
意
見
書

　

自
然
災
害
の
被
災
者
で
あ
る
三

宅
島
民
の
人
命
と
生
活
再
建
第
一

に
町
田
市
議
会
は
、
以
下
の
施
策

を
講
じ
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

一
、
住
宅
再
建
の
た
め
の
支
援
金

支
給
額
を
大
幅
増
額
す
る
こ
と
。

二
、
店
舗
や
民
宿
な
ど
の
事
業
再

開
や
農
業
、
漁
業
者
へ
の
財
政
支

援
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

三
、
島
で
村
民
が
生
活
し
て
い
く

た
め
の
手
だ
て
を
尽
く
す
こ
と
。

四
、
火
山
ガ
ス
か
ら
身
を
守
る
安

全
対
策
に
万
全
を
尽
く
す
こ
と
。

五
、
引
っ
越
し
費
用
や
交
通
費
を

都
と
し
て
助
成
す
る
こ
と
。

六
、
帰
島
し
な
い
村
民
に
は
、
都

営
住
宅
の
提
供
と
家
賃
減
免
な
ど

を
継
続
す
る
こ
と
。

　

東
京
都
知
事
ほ
か
一
件
あ
て

避
難
指
示
が
解
除
さ
れ
る
三

宅
島
民
へ
の
支
援
を
抜
本
的

に
強
化
す
る
こ
と
を
求
め
る

意
見
書

　

市
と
し
て
は
建
築
主
に
対
し
、

地
元
自
治
会
と
話
し
合
い
に
よ
る

解
決
を
図
り
、
円
満
な
工
事
着
手

が
で
き
る
よ
う
文
書
等
で
要
請
を

行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
地
元
自
治

会
と
主
張
に
隔
た
り
が
あ
り
、
い

ま
だ
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
状
況

で
す
。
な
お
、
工
事
に
つ
い
て
は

現
時
点
（
一
一
月
一
八
日
）
に
お

い
て
未
着
工
で
あ
り
ま
す
。

　

市
内
Ｋ
大
学
生
ら
に
よ
る
事
件

が
発
生
し
た
こ
と
は
、
性
に
対
す

る
モ
ラ
ル
の
低
下
、
安
易
な
性
交

渉
の
氾
濫
、
犯
罪
に
対
す
る
認
識

の
欠
如
に
あ
る
。

　

ま
た
、
性
的
モ
ラ
ル
の
低
下
は

年
々
低
年
齢
化
し
て
お
り
、
子
ど

も
た
ち
は
無
防
備
な
ま
ま
危
険
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
青
少
年
の
健

全
育
成
を
進
め
る
う
え
で
、
学
校

で
の
社
会
規
範
教
育
、
モ
ラ
ル
指

導
、
被
害
に
あ
わ
な
い
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
学
習
な
ど
、
社
会
と
し

て
取
り
組
む
べ
き
課
題
が
多
く
残

さ
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
町
田
市
議
会
は
、
今

般
の
事
件
及
び
そ
の
背
景
の
重
大

性
に
鑑
み
、
性
犯
罪
を
二
度
と
起

こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
関
係
機
関

に
総
合
的
な
対
策
を
求
め
る
。

文
部
科
学
大
臣
ほ
か
一
三
件
あ
て

性
犯
罪
防
止
を
求
め
る
決
議

　

「
生
活
保
護
制
度
」
は
、
憲
法

二
五
条
の
理
念
に
基
づ
き
、
国
の

責
任
の
下
に
、
国
民
に
健
康
で
文

化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障

す
る
制
度
で
あ
り
、
本
来
で
あ
れ

ば
国
が
直
接
実
施
す
べ
き
も
の
で
、

生
活
保
護
法
第
一
条
に
お
い
て
も

こ
う
し
た
国
の
責
務
が
明
確
に
規

定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
財
源
に
つ

い
て
は
、
国
が
義
務
的
に
負
担
を

負
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
現
行
の

負
担
割
合
を
四
分
の
三
か
ら
三
分

の
二
に
引
き
下
げ
る
方
針
を
示
し

た
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
断

じ
て
容
認
で
き
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、

現
行
の
生
活
保
護
費
国
庫
負
担
金

の
負
担
割
合
を
引
き
下
げ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
要
求
し
ま
す
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

生
活
保
護
費
国
庫
負
担
金
負

担
率
引
き
下
げ
に
つ
い
て
の

意
見
書

　

町
田
市
に
は
、
一
級
河
川
鶴
見

川
、
二
級
河
川
境
川
が
あ
り
、
護

岸
整
備
等
の
治
水
事
業
が
進
め
ら

れ
て
い
る
が
、
未
整
備
箇
所
も
多

く
、
今
年
発
生
し
た
新
潟
・
福
井

豪
雨
の
よ
う
な
被
害
が
予
想
さ
れ

る
。
流
域
住
民
の
生
命
・
財
産
を

守
る
た
め
に
は
、
治
水
事
業
を
進

め
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
地
方
の
税
源
移
譲
に

つ
な
が
る
三
位
一
体
の
改
革
を
進

め
、
安
全
で
安
心
な
地
域
づ
く
り

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ

う
、
機
動
的
か
つ
重
点
的
な
予
算

の
対
応
が
で
き
る
治
水
事
業
に
関

す
る
国
庫
補
助
負
担
金
制
度
の
堅

持
を
図
り
、
安
全
・
安
心
を
確
保

す
る
治
水
事
業
費
の
確
保
を
強
く

要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
三
件
あ
て

治
水
事
業
に
関
す
る
国
庫
補

助
負
担
金
制
度
に
つ
い
て
の

意
見
書

　

町
田
市
民
病
院
を
始
め
、
全
国

の
医
療
機
関
で
非
加
熱
製
剤
「
フ

ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
」
が
一
九
八
〇
年

か
ら
八
七
年
ま
で
止
血
を
伴
う
治

療
に
使
用
さ
れ
ウ
ィ
ル
ス
性
肝
炎

に
多
く
の
患
者
が
感
染
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
患
者

自
身
が
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ゲ
ン
を
使
用

さ
れ
た
こ
と
を
知
ら
ず
、
肝
炎
は

自
覚
症
状
が
乏
し
い
為
、
推
計
二

〇
〇
万
人
と
も
言
わ
れ
る
肝
炎
患

者
は
治
療
の
機
会
を
失
っ
た
ま
ま

病
状
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
当
時
治
療
を
受
け

た
方
が
肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
検
査
を
行

う
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

し
か
し
、
検
査
費
用
に
国
か
ら

の
補
助
金
が
無
い
為
、
町
田
市
議

会
は
費
用
の
全
額
又
は
一
部
を
国

が
助
成
す
べ
き
と
考
え
ま
す
。

　

内
閣
総
理
大
臣
ほ
か
二
件
あ
て

肝
炎
ウ
ィ
ル
ス
検
査
の
徹
底

と
助
成
を
求
め
る
意
見
書


